
下仁田町告示第１２５号 

　下仁田町ねぎとこんにゃく食材料費支援事業実施要項を次のように定める 

　　令和７年９月２４日 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　下仁田町長　岩崎　正春 

下仁田町ねぎとこんにゃく食材料費支援事業実施要綱 

（趣旨） 

第１条　この告示は、町内飲食店等及び宿泊事業者の原料仕入れ価格高騰における負担軽

減対策を図るとともに、地場産品である「下仁田ねぎとこんにゃく」の消費拡大と普及

を促進し、ねぎ農家及びこんにゃく製造業を間接的に支援し、地域経済の好循環を創出

することを目的に、支援金を交付するものとし、その交付については、下仁田町補助金

等に関する規則（昭和４９年下仁田町規則第４号）に定めるもののほか、必要な事項を

定めるものとする。 

（支援対象者） 

第２条　支援金の交付を受けることができる者（以下「支援対象者」という。）は、食事

メニューとして下仁田ねぎ及びこんにゃく製品を材料とした食事を提供する食品衛生法

(昭和２２年法律第２３３号)第５２条第１項の規定により許可を受けている町内の飲食

店等並びに旅館業法（昭和２３年法律第１３８号）第３条第１項に規定する営業許可を

受けている町内の宿泊事業主で、次の各号に定める要件を満たす者とする。 

（１）町税の滞納がないこと。 

（２）暴力団、暴力団員及びそれらの者と関係を有する者ではないこと。 

（３）町内に店舗・旅館等を有する法人及び個人事業主 

（支援要件） 

第３条　支援金の交付要件は次の各号に該当するものとする。 



（１）町内の店舗・旅館等で下仁田ねぎ及びこんにゃく製品の食事を提供する際の材料

費。 

（２）材料の下仁田ねぎは、町内で生産された物。こんにゃく製品については、町内の

こんにゃく製造業で製品化された物。 

（実施期間） 

第４条　支援事業の実施期間は、別表に定めるとおりとする。 

（支援金額） 

第５条　支援金は、１事業者あたり月額１５,０００円を上限とする。ただし、下仁田ねぎ

及びこんにゃく製品の購入費は、それぞれ月額７,５００円を上限とする。 

２　前項の規定により算出した補助金の額に、１００円未満の端数が生じたときは、これ

を切り捨てた額とする。 

（交付申請） 

第６条　支援事業者は、下仁田町ねぎとこんにゃく食材料費支援金交付申請書（様式第１

号）に誓約書（様式第２号）とその他必要な書類を添付し、事業実施月の翌月１５日ま

でに町長に提出しなければならない。 

（交付決定） 

第７条　町長は、支援金の交付の申請があったときはその内容を審査し、適当であると認

めたときは交付を決定し、下仁田町ねぎとこんにゃく食材料費支援金交付決定通知書

（様式第３号）により通知するものとする。 

２　当該申請の内容が適当でないと認めたときは、下仁田町ねぎとこんにゃく食材料費支

援金不交付決定通知書（様式第４号）により通知するものとする。 

（支援金の請求） 



第８条　前条第１項の規定による支援金の交付決定を受けた支援事業者は、下仁田町ねぎ

とこんにゃく食材料費支援金交付請求書（様式第５号）を速やかに町長に提出しなけれ

ばならない。 

（支援金の交付） 

第９条　町長は、前条の規定による支援金の請求を受理した場合は、速やかに支援金を交

付するものとする。 

（支援金の返還） 

第１０条　町長は、支援事業において不正受給を認めたときは、支援金の一部又は全部返

還をさせることができる。 

（その他） 

第１１条　この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。 

附　則 

この告示は、令和７年１０月１日から施行する。 

 

別表（第４条関係） 

 

 

 令和７年度下仁田町ねぎとこんにゃく食材料費支援事業支援期間

 令和７年１０月１日から令和８年１月３１日までの期間とする。
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様式第１号（第６条関係） 

 

下仁田町ねぎとこんにゃく食材料費支援事業交付申請書 

 

令和　　年　　月　　日 

下仁田町長 様 

 

申請者　住所(所在地) 

氏名(名称・代表者) 

 

下仁田ねぎとこんにゃく食材料費支援事業実施要綱第６条の規定により、下記の

とおり申請します。 

 
記 

 
１　交付申請額　　　　金　　　　　　　　　　　　　　円 
 

２　交付金算出根拠　　令和　　　年　　　月分 

 

※下仁田ねぎ、こんにゃく製品を食材料とした主なメニュー 

（例）グラタン、薬味(刻み)ねぎ、すき焼き、こんにゃくサラダ、など 

３　添付書類 

（１）誓約書(様式第２号) 

（２）仕入れ購入金額の領収書の写し(町内で生産、製造されたのが確認できるも

の) 

（３）下仁田ねぎ、こんにゃく製品を食材料とした主なメニューの写真 

（４）申請書の本人(又は法人)名義の振込先口座の通帳の写し 

 
下仁田ねぎ こんにゃく

 メニュー

（名称）

食数 

(食分)

仕入れ購入金額 

(円)

メニュー

（名称）

食数 

(食分)

仕入れ購入金額

(円)
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様式第２号（第６条関係） 

 

誓約書 

令和　　年　　月　　日 

下仁田町長　様 

申請者　住所(所在地) 

氏名(名称・代表者) 

 

下仁田町ねぎとこんにゃく食材料費支援事業の交付を申請するにあたり、下記の

内容について誓約します。 

記 

 

（１）下仁田町ねぎとこんにゃく食材料費支援事業交付申請書の記載内容は、事

実に相違ありません。 

（２）下仁田町ねぎとこんにゃく食材料費支援事業交付申請書に虚偽の記載があ

った場合は、下仁田町の求めに従い支援金を即時返還します。 

（３）下仁田町から調査・報告等の措置の求めがあった場合は、これに応じま

す。 
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様式第３号（第７条第１項関係） 

 

下仁田町ねぎとこんにゃく食材料費支援事業交付決定通知書 

第　　　　　　　　　号 

令和　　年　　月　　日 

　　　　　　　　　　様 

 

下仁田町長　　　　　　　　印 

 

　令和　　年　　月　　日付けで申請のあった支援金の交付について、下仁田町ね

ぎとこんにゃく食材料費支援事業実施要綱第７条第１項の規定により、下記のとお

り決定しましたので通知します。 

記 

 

１　交付決定額　　　　金　　　　　　　　　　　　　　円 

 

２　交付の条件 

（１）交付決定を受けた支援金については、調査又は監査することがあります。 

　（２）偽りその他不正の行為により支援金の交付を受けたときは、この決定の全

部又は一部を取り消すことがあります。 

　（３）前号の場合において、既に交付済みの支援金があるときは、期限を定めて

その返還を求めます。 
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様式第４号（第７条第２項関係） 

 

下仁田町ねぎとこんにゃく食材料費支援事業不交付決定通知書 

第　　　　　　　　　号 

令和　　年　　月　　日 

　　　　　　　　　　様 

 

　下仁田町長　　　　　　　印 

 

　令和　　年　　月　　日付けで申請のあった支援金の交付について、下仁田町ね

ぎとこんにゃく食材料費支援事業実施要綱第７条第２項の規定により、下記の理由

により不交付とすることを決定しましたので通知します。 

 

記 

不交付理由 
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様式第５号（第８条関係） 

 

下仁田町ねぎとこんにゃく食材料費支援事業交付請求書 

令和　　年　　月　　日 

下仁田町長　様 

 

申請者　住所(所在地) 

氏名(名称・代表者) 

 

　令和　　年　　月　　日付けで交付決定のあった支援金の交付について、下仁田

町ねぎとこんにゃく食材料費支援事業実施要綱第８条の規定により、下記のとおり

交付請求します。 

記 

交付請求額　　　　金　　　　　　　　　　　　  　円 

 

 

 

 
金融機関名 支店名 口座番号

 
銀行・金庫 

組合・農協

　　　 　　　本店・支店 

　　　　 　支所・出張所
 

金融機関 

コード

支店 

コード

種目 普通　・　当座

 

フリガナ

 

口座名義人


